
口座振替について                         

１．授業料・諸経費などの費用は、ECCの指定する収納代行業者による口座振替でのお支払いとなります。 

 

２．口座振替の手続きとして、別途「預金口座振替依頼書」をスクール受付へ提出、又は ECCの指定する所定の 

手続きをしていただきます。 

 

３．毎月の口座振替については、ご指定の口座から振替いたします。 

口座振替に関する手数料は ECCが負担いたします。 

 

４．月払いについて、入学金、初月度分授業料及び諸経費（場合により次月度分を含む 2ヵ月分授業料及び諸経費）は

ECC指定の方法にてお支払いください。 

2ヵ月目以降（場合によっては 3ヵ月目以降）については、ご指定の口座より口座振替させていただきます。 

 

５．事情により口座振替ができなかった場合には、現金又は銀行振込又はコンビニ収納にてお支払いいただきます。 

期日までにお支払いがなされない場合、サービスの提供を停止することがあります。 

 

６．本年度口座振替をご利用いただきました継続生の方は、引き続き次年度も４月度分より口座振替をいたします。 

その際、口座振替に関する継続手続きは必要ありません。 

なお、振替指定口座の変更をご希望される場合は、変更のお手続きが必要となりますのでスクール受付まで 

お申し出ください。 

口座変更完了まで、数ヵ月を要する場合がございます。その間、旧口座からの振替や振込等の別方法でお支払い 

いただく場合がございますので、予めご了承ください。 

 

７．授業料は前払い制です。 

当月分の授業料と諸経費は前月の 27日（27日が銀行休業日の場合は、翌営業日）に口座振替となります。 

（例）7月度の授業料等は、6月 27日に振替されます。 

口座振替日の前銀行営業日までに、必ず所定額を振替指定口座へご入金願います。 

 

８．契約解除と口座振替停止については以下をご確認ください。 

【最終在籍月の前月末までに解除のお申し出、およびお手続きをいただいた場合】 

最終在籍月の翌月分以降の口座振替を停止いたします。 

【最終在籍月の当月末までに解除のお申し出、およびお手続きをいただいた場合】 

翌月分の口座振替は一旦振替となりますが、入金確認後に返金いたします。 

    返金までに 1ヵ月以上を要する場合がありますので、予めご了承ください。 

【解除のお申し出、およびお手続きをいただいた当月の授業料等】 

受講契約期間内に契約解除のお申し出をいただいた場合、、当月のレッスン回数・出欠日数に関わらず 

当月分の授業料等は納付をいただき、返金はいたしません。 

 

９．毎月の授業料と諸経費の振替額は、消費税を含む金額です。 

授業料・諸経費等の金額は、あらかじめ告知の上で変更する場合があります。 
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